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東条地域小中一貫校建設工事について

１．東条地域小中一貫校建設工事の進捗状況について 

令和２年７月から東条地域小中一貫校の建設工事に着手しています。 

現在、教室棟では２階床のコンクリート工事が完了し、２階柱、梁、３階床へと工事が進んで

います。また、体育館棟では２階床、２階柱の工事を行っています。 

令和３年４月末時点の工事出来高は２９．６％です。 

令和３年１１月末の新校舎完成に向けて、安全に十分注意しながら施工します。 

（Ｐ２ 東条地域小中一貫校建設工事 工事状況写真） 

２．東条地域小中一貫校建設工事の主な変更、追加項目について 

現在、工事中の東条地域小中一貫校建設工事において、変更及び追加工事を予定しています。 

令和３年６月及び９月議会において、工事変更請負契約締結についての議案を提案します。 

（Ｐ３ 東条地域小中一貫校建設工事 主な変更、追加項目（令和３年５月現在）） 
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令和３年２月１６日時点

令和３年４月３０日時点

東条地域小中一貫校建設工事　工事状況写真

４月末写真貼付予定
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東条地域小中一貫校建設工事 主な変更、追加項目（令和３年５月現在） 

【６月議会変更請負契約提案予定分】 

No 項 目 変更事由 

① プールコースロープ収納

ベンチ追加・位置変更 

★ 

屋上プール日除け施設下の観覧席内コースロープ収納

ベンチを追加し、設置位置を変更する。 

② 消火器、消火器ボックス、

救助袋追加 ★ 

当初、既存学校からの流用対応の予定であったが、加東

消防署との協議により、竣工前整備となり、消火器、消

火器ボックス、救助袋を追加する。 

③ 仮設工「仮設表層地盤改

良の追加」 ★ 

工事範囲内において、杭重機等重量車両の安全走行が可

能な地盤に改良する。 

④ 仮設工「山留工の範囲追

加」 ★ 

敷地境界近接部分において掘削法面の崩壊を防ぐため

山留工を追加する。 

⑤ 仮設工「地中障害撤去」

★ 

敷地掘削範囲内に障害となるコンクリートガラ、転石が

あったため撤去・処分する。 

⑥ 仮設工「工事用ゲート追

加」 ★ 

敷地内外での安全な車両搬入のため、工事用ゲートを追

加する。 

⑦ 仮設工「交通誘導員増」

★ 

工事用ゲート追加により、車両搬入搬出時の安全確保の

ため、各ゲートに交通誘導員を配置する。また、連絡橋

架設時（県道夜間通行止め）及び学校行事・東条文化会

館イベント時の安全確保のため、交通誘導員を増員す

る。 

⑧ 調整池から東条川への排

水管変更 

加東土木事務所（河川管理者）の指導により、調整池か

ら東条川への排水管をＣＳＢ管からヒューム管（全巻）

に変更する。 

⑨ 灯油庫追加 学校との協議の結果、灯油をドラム缶で保管することに

なり、加東消防署の指導により、灯油庫を追加する。 

⑩ 連結送水管送水口の追

加・位置変更 

加東消防署の指導により、３階体育館に連結送水管の送

水口を１か所追加し、また、エレベータ前送水口の位置

を変更する。 

★印は令和３年３月２日総務文教常任委員会において説明 
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【９月議会変更請負契約提案予定分】              

No 項 目 変更事由 

① １階パソコン教室の用途

及びレイアウト変更 ★ 

１台／人タブレットパソコンの普及により、パソコン教

室の用途及びレイアウトを変更し、隣接する図書室と一

体的に学習スペース（調べものコーナー、自習コーナー）

を確保する。 

② 屋上プールの日除け施設

増設・位置変更 ★ 

プールの授業及び地区水泳使用時の熱中症対策のため、

日除け施設を増設するとともに、設置位置を変更する。

③ 県道工事（歩道変更、埋 

設管撤去）の追加 ★ 

加東土木事務所（道路管理者）の指導により、歩道の復

旧方法等を変更する。また、県道内の既設給排水管の撤

去工事を追加する。 

④ 学校名サイン追加 ★ 学校との調整の結果、体育館棟の外壁に、学校名「加東

市立東条学園小中学校」サインを追加する。 

⑤ 手洗い蛇口を自動洗浄型

へ変更 

新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い蛇口を自

動洗浄型へ変更する。 

⑥ トイレ便座蓋の追加・洗

浄レバーを非接触型へ変

更 

新型コロナウイルス感染症対策として、トイレ便座蓋を

追加し、洗浄レバーを非接触型へ変更する。 

★印は令和３年３月２日総務文教常任委員会において説明 
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社地域小中一貫校基本設計について

１．社地域小中一貫校基本設計について 

令和２年９月から社地域小中一貫校開校準備委員会及び教職員プロジェクトチームと設計協議

を進め、令和３年３月に社地域小中一貫校の基本設計が完成しました。 

（Ｐ６ 加東市社地域小中一貫校基本設計書（概要版）） 

＜社地域小中一貫校開校準備委員会＞ 

５月１３日に開校準備委員会の開催を予定していましたが、緊急事態宣言延長のため、代表

者による会議に変更しました。 

令和３年４月３０日 開校準備委員会委員に基本設計書（概要版）を送付 

５月１０日 開校準備委員会委員から意見提出 

５月１３日 社地域小中一貫校開校準備委員会代表者会議 

基本設計の報告及び開校準備委員会委員の意見確認 

＜基本設計報告会＞ 

５月２９日に基本設計報告会の開催を予定していましたが、緊急事態宣言延長のため、報告

会を中止し、基本設計概要をケーブルテレビ放送及びホームページにて周知します。 

令和３年度から引き続き実施設計に着手し、令和４年３月の実施設計完成に向けて、開校準備

委員会及び教職員プロジェクトチームと協議を進めます。 
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２．社地域小中一貫校開校時期について 

社地域小中一貫校の開校時期は、平成２８年１月の定例教育委員会において、令和６年度の開

校としていました。 

令和元年度に策定した「社地域小中一貫校建設基本計画」では、工事中の学習環境の悪化を回

避することや、事業費の縮減を大前提として工事を行うためには、仮設校舎を建設せずに既存施

設の長寿命化改修を行う必要があり、令和６年度の開校が困難ではないかとの課題を持っていま

した。 

≪基本計画（概要版）抜粋≫ 

（令和２年５月１２日の総務文教常任委員会において、社地域小中一貫校建設基本計画を報告し、

その中で、今後の課題について説明） 

令和２年度に加東市社地域小中一貫校基本・実施設計の業者を選定するプロポーザルを実施し

ましたが、選定した業者の提案書では、令和６年５月工事完成、８月開校との提案でしたので、

基本設計を行うにあたり、工事工程の工夫で、令和６年４月に開校を前倒しできないか検討しま

した。 

社地域小中一貫校の建設工事は、中学生が学校生活を送る中での工事となることから、いかに

順序良く、学校生活に支障をきたすことのないような工事工程を組むかが必要です。できる限り

工事と学校生活が並行して行えるよう、中学生の学習環境と安全の確保を優先した工事計画を検

証しました。 

令和６年４月開校とした場合、本体工事（増築校舎棟、交流棟、屋内運動場棟ほか）、長寿命

化改修工事の工期が令和４年度から５年度の２か年で行わなければならず、多くのデメリットが

生じます。 
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（１）２か年の工事期間では、工事を集中させる必要が生じ、各所で工事を行っているため、

工事中の騒音や教室等の利用制限により、集中できる学習環境を確保することが困難であ

り、仮設校舎が必要になる。また、仮設校舎を建設する場合、設置場所は３００ｍグラウ

ンドとなり、グラウンドの利用制限が大きく発生する。 

（２）中学生の引越しが３回以上発生し、負担が大きくなる。 

（３）増築工事や既存校舎の長寿命化改修工事を各所で行うため、中学生の安全の確保が困難

となる。 

（４）工期を優先するため、多くの工事が並行して行われることから、多くの資材・作業ヤー

ドを確保する必要が生じ、校地の利用や学校行事に多くの制限が生じる。 

以上のことを踏まえ検証した結果、「基本設計書（概要版）Ｐ５/５」のとおりの工事工程を

組むことにより、 

（１）工期を３年と長く確保することで、学校の教育活動への影響が少ない。 

（２）工事の工区区分が明確なため、中学生の安全を確保しやすい。 

（３）引越しの回数が最小限に収まる。 

と大きなメリットがあります。 

以上のことから、令和６年度の開校をめざして工事工程を組むより、一番に優先すべきは、  

出来る限りの中学生の学習環境の確保と安全性であると判断し、基本設計において令和７年度 

の開校としました。 
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滝野地域小中一貫校建設地について

１．滝野地域小中一貫校建設地検討委員会について 

  平成２７年度に加東市３地域毎に小中一貫教育推進協議会を立ち上げ、それぞれの小中一貫校

の設置場所、開校時期及び施設形態を協議し、滝野地域の設置場所については、当時、降雨確率

１／１００年の降雨による洪水浸水深が０.５ｍ未満という状況であるが、加東市立滝野中学校周

辺が妥当という協議結果を受け、平成２８年１月２８日の加東市教育委員会において、同校周辺

で小中一貫校を設置する方針を決定しました。 

その後、平成２８年５月３１日に、国土交通省から、加古川水系の想定最大規模降雨時（降雨

確率１／１０００年超）の洪水浸水想定区域図が公表され、滝野中学校周辺は洪水浸水深５.０ｍ

から１０.０ｍ未満の想定区域と示されました。 

平成２７年度当時は、この概念がなかった中での協議結果であるため、令和３年３月１９日に

加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会を立ち上げ、小中一貫校の設置場所についてその状

況を説明したうえで、再度協議していただきました。 

協議の結果、加東市立滝野中学校周辺が妥当であるとの報告を受けました。 

（Ｐ１４ 滝野地域における小中一貫校の建設地について） 

（Ｐ１５ 会議結果〔概要版〕） 

２．滝野地域小中一貫校の設置場所について 

滝野地域小中一貫校の設置場所は、平成２８年１月２８日に決定した加東市における小中一貫

校の整備方針のとおり、加東市立滝野中学校周辺として事業を進めます。 

なお、滝野地域の園児・小学生・中学生の保護者へは、「小中一貫教育だより【滝野地域特別版】」

を通じてお知らせしました。また、ケーブルテレビ及びホームページにおいても周知します。 

（Ｐ１９ 小中一貫教育だより【滝野地域特別版】） 
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令和３年４月２３日 

加東市教育委員会 

教育長 藤本 謙造 様 

加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会 

                      委員長 野瀬 光

滝野地域における小中一貫校の建設地について 

標題の件について、加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会設置要綱第２条に基づ

き、教育長に対し下記のとおり報告いたします。

記 

 第１回加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会開催 

日 時：令和３年３月１９日（金）午後７時 

場 所：加東市立滝野中学校 ２階 図書室

議 事：（１）建設地検討委員会組織について 

（２）滝野地域小中一貫校建設地予定地について 

 議事報告 

（１）委員１５名中１３名出席し、互選により「委員長：野瀬 光 副委員長：村上 昌弘」 

を選出する。 

（２）加東市滝野地域小中一貫校建設地予定地について、平成２７年度滝野地域小中一貫教

育推進協議会での協議結果と、それ以後に公表となった想定最大規模の降雨（確率年

1/1000 超）での洪水浸水状況を踏まえて、加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会

で検討した結果は次のとおりです。 

[検討結果] 

加東市滝野地域小中一貫校建設地予定地については、洪水浸水の危険性について提示

があったものの、以下の理由により加東市立滝野中学校周辺が妥当である。 

１ 現在の予定地が、滝野地域の中心に位置する。 

２ 現在の予定地以外で、学校用地として必要な面積を確保することが困難である。 

３ 想定最大規模の降雨では、自らの生命の安全の確保を優先させる状況であり、学校

の立地により危険を回避するものではない。 

参考資料
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令和３年３月２６日 

会 議 結 果〔 概要版 〕 

１ 会議の名称 第１回加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会 

２ 開催日時 令和３年３月１９日（金）１９時００分から２０時１５分まで 

３ 開催場所 滝野中学校 ２階 図書室 

４ 協議事項と概要 協議事項 

（１）建設地検討委員会組織について 

（２）滝野地域小中一貫校建設地予定地について 

主な意見等 

 別紙のとおり 

５ 傍聴者数 ２人 

６ その他 出席委員  １３人 （芹生委員・甲山委員・野瀬委員・三木委員 

西村委員・髙田委員・久保委員・澤田委員 

玉田委員・藤森委員・神田委員・福井委員

村上委員）

欠席委員   ２人 （田中委員・三村委員）

事 務 局   ８人 （藤本教育長・田中教育振興部長 

こども未来部：広西部長・後藤参事 

           小中一貫教育推進室：柴﨑室長・丸山副課長・郡係

長・上山主事） 
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別紙 

第１回加東市滝野地域小中一貫校建設地検討委員会 協議結果〔概要版〕 

■建設地検討委員会組織について 

事務局 ≪建設地検討委員会名簿及び建設地検討委員会設置要綱について説明≫ 

滝野地域の小中一貫校建設地について、再度地域の意見を伺う組織を立ち上げる

にあたって、教育委員会では建設地検討委員会を設置する要綱と、その構成員を

定め、今回第１回目の委員会として皆様に集まっていただいた。 

事務局 要綱に基づく委員長及び副委員長の選出について、ご意見はありませんか。 

委員 事務局からの案はないのか。案を聞いて各委員から意見を聞いてはどうか。推進

協議会と同じ構成でいいと思う。 

事務局 平成 27 年の推進協議会では、委員長は「地域」の学校ということで、区長さん

から選出となった。副委員長は「学校」に関することということで、校長先生か

ら選出となった。 

委員 具体的な案はないのか。 

事務局 現在、区長をされている野瀬委員に委員長を、滝野中学校校長の村上委員に副委

員長をお願いしてはどうか。 

事務局 委員長に野瀬委員、副委員長に村上委員を提案させていただいた。如何か。 

≪異議なし≫ 

■滝野地域小中一貫校建設地予定地について 

事務局 ≪滝野地域小中一貫校の建設地に係る整理事項について説明≫ 

平成２７年度に加東市３地域毎に小中一貫教育推進協議会を立ち上げ、それぞれ

の小中一貫校の設置場所等を協議していただいた。 

滝野地域の設置場所については、当時 100 年１の降雨による洪水浸水高が 0.5ｍ

という状況の滝野中学校周辺であるが、やはり同校周辺が妥当という意見をいた

だいて、教育委員会では滝野中学校周辺で小中一貫校を建設する方針を決定し

た。 

その後、平成２８年５月３１日に国土交通省から加古川水系の想定最大規模降雨

時（降雨確立 1/1000 年超）洪水浸水想定区域図の公表があり、平成２７年当時

はこの概念がなかった中での意見であったため、今回再度建設地について、その

状況を説明し地域の方々の意見を伺うものである。 

1000 年１を超える降雨での洪水浸水状況は、滝野地域は高台以外の平地の多く

は洪水浸水区域に属することになり、滝野中学校周辺は 5m から 10m の洪水浸水

高となっている。 

建設地の留意事項として①必要な学校敷地の確保②法的に建設可能な土地の確

保③地域内の通学適地の確保④適正な建設費の確保であり、これらを念頭に意見

を伺いたい。 

委員長 提示資料、説明の状況を踏まえたうえで、委員の意見をいただきたい。 

委員 平成 27 年当時にかなり研究をされて結論を出されたと思う。100 年 1 と 1000 年

1 で方針が変わるわけではなく、初期対応は今まで通りだと思う。場所をどこに

替えるという話ではない。平成 27 年当時の考え方を踏襲するべきだと思う。代
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替え地もないと思う。 

委員長 滝野地域は 20  の面積がある。8 分の 1 が播磨中央公園となっている。工業団

地もある。平地であることや市街化調整区域のことも考えると、非常に候補地が

狭まってくる。 

委員 建築の段階で十分検討してもらいたい。場所はこのままで良い。 

委員長 場所はこのままにしておいて、災害時の対応、防災を検討して欲しいというご意

見とのこと。 

委員 他の位置を考えるにしても、1000 年 1 という低い確率で起こる災害のために、

便利なことを犠牲にする必要はないのではないか。こどもや家族にとってどこが

良いのかを考えると、今の中学校が良いと思う。想定区域図で中学校は 5ｍ以上

浸水すると出ているが、実際 5ｍ浸水した時は、学校だけがどうこうというもの

ではない。家や地区単位で避難・防災のシステムを構築した方が良いと思う。 

委員長 総合的に見てここが最適ではないか。1000 年に 1 回降る大雨に対してどこまで

対処するのかというご意見とのこと。 

委員 滝野地域小中一貫校の広さは 4.6ha を計画している。東条、社の広さはどうなっ

ているのか。 

事務局 東条地域については、現在の東条中学校の敷地と新校舎を建設中の部分を合わせ

て 4.5ha となっている。ただ、山などの斜面も含まれているので、有効面積は減

る。 

社地域については、現在の社中学校の敷地にカセ池を加えて 6.8ha となってい

る。現在の学校環境を守りつつ、工事を進める計画としている。 

滝野地域については、現在滝野中学校が市街化調整区域内になっており、拡張す

るのは必要最小限という条件がある。 

委員 滝野地域の広さは約 20  であり、他に 4.6ha の用地を確保するのは非常に困難

だと思う。平成 27 年にもいろいろ協議を行い考えた。東はある程度、高台にな

っているが公共施設の用地がない。避難所としては滝野東小学校の体育館があ

る。西は河高交流センター、滝野南小学校の体育館、旧滝野庁舎周辺が避難所と

なっている。避難所も考慮すると今の位置がベストかと思う。平成 27 年当時に

ネックとなっていた 100 年 1 の大雨が 1000 年 1 の大雨に変わった。もう少し考

え方を整理する必要がある。 

委員長 狭い地域の中で面積を確保するのが難しいというご意見とのこと。 

委員 今の場所がダメになるなら、稲尾か高岡にするしかないと思う。スクールバスの

こともある。滝野中学校周辺に建てたとしてもスクールバスを運行すると思う。

市役所の考えはどうか。 

事務局 東条地域や社地域についてもスクールバスの運行を計画しており、方針を定めて

いる。文科省の指針の中で小学生の通学距離が 4km と定められており、4km を超

える部分は何らかの対応をすることとなっている。1人 1人の通学距離を測定す

ることは難しいため、直線距離の 3km とした。滝野地域については滝野中学校を

建設地とした場合、稲尾や高岡が該当してくる。例えば滝野南小学校を建設地と

した場合、当然対象児童数が増えることになり、スクールバスの台数も多くなる。

委員 3km 歩くのか。大変ではないか。 
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事務局 教育委員会としては、みんなで一緒に登下校することや、体力の向上を教育の一

環として考えている。文科省の指針を守って対応していきたい。 

委員長 課題はあるかもしれないが、場所については今の場所というご意見だったと思

う。滝野地域は平らな土地が少なく、用地を見つけるのも難しい。平成 27 年に

検討された結果が妥当ではないかというまとめでよいか。 

委員 1000 年に 1 回というのは、1000 年後に来るわけではなく、いつ来るか分からな

い。中学校自体をかさ上げするしないで状況が変わってくる。対策はあるのか。

どこを買うとか、かさ上げするとか。 

事務局 まだ設計に入っていないので、はっきり答えられないが、100 年 1 や 1000 年 1

のことを念頭において、進めていきたい。 

委員 建物の損傷度合いも関係してくると思うが、建物をどうこうするのではなく、こ

どもたちの命を最優先に、避難計画をしっかりと決める方が良いと思う。1000 年

に 1回の大雨が降ったら仕方がないと判断するかどうか。 

委員長 1000 年に 1回降る大雨、100 年に 1回降る大雨について 1時間当たり何 mm とい

った表現はできないのか。 

事務局 1000年に 1回降る大雨は48時間あたり総雨量750mmが全域に均等に降るという

状況を想定している。 

事務局 100 年に 1 回降る大雨に関しては、48 時間で 288mm の雨が降ることを想定して

いる。現行のハザードマップは、100 年 1の大雨を想定し作成されている。平成

16 年の台風 23号の時は、図面で表示している網掛けの部分で浸水があった。100

年 1 の大雨が降った場合の想定よりも狭い範囲であった。 

委員 仮にその雨が降ったら学校に行ける状態ではない。児童生徒の家が浸かる、浸か

らないとの状況で、学校がどこにあろうが自分の命を優先する。学校は今の場所

で良いと思う。 

委員長 大雨が降った場合は、逃げるしかないというご意見とのこと。 

危険性については提示されたものの、場所については今の場所で大方了解いただ

けたと思う。それでよろしいか。 

≪異議なし≫ 
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社地域整備方針 滝野地域整備方針 東条地域整備方針

設置場所 加東市立社中学校周辺

が適切

加東市立滝野中学校周辺が

適切

加東市東条文化会館周辺が適

切

施設形態 教育効果及び安全面を

考慮した一体型校舎

教育効果及び安全面を考慮

した一体型校舎

教育効果及び安全面を考慮し

た一体型校舎

加東市教育委員会 小中一貫教育推進室 

E-mail  shochu-ikkan@city.kato.lg.jp 
令和 3 年 5 月 10 日発行

令和 3年 4月 1日に東条地域小中一貫校『東条学園小中学校』（愛称『東条学園』）が開校しました。

加東市では、順次、社地域、滝野地域と、小中一貫校の建設を進めていきます。小中一貫校の設置場所

や施設形態については、平成 27 年に地域ごとに設置した「小中一貫教育推進協議会」（以下、「推進協議

会」という。）での協議結果を踏まえ、教育委員会から以下のとおり方針を示していました。 

【検討結果】

加東市滝野地域小中一貫校建設地予定地については、洪水浸水の危険性について

提示があったものの、以下の理由により加東市立滝野中学校周辺が妥当である。

理由１ 現在の予定地が、滝野地域の中心に位置する。

理由２ 現在の予定地以外で、学校用地として必要な面積を確保することが困難である。

理由３ 想定最大規模の降雨では、自らの生命の安全の確保を優先させる状況であり、学

校の立地により危険を回避するものではない。

【滝野地域特別版】 

特に、滝野地域において、加古川に近接する滝野中学校周辺では、過去にも洪水時に心配があったものの、

河川改修工事が進むこと、また、建設予定地は滝野地域の中心地であり、児童生徒の毎日の教育活動を考慮

すれば、滝野中学校周辺が妥当であるとの推進協議会での協議結果に基づき、計画を進めてきました。

その後、平成 28 年 6 月に国土交通省から、「想定最大規模の降雨※（降雨確率 1/1000 年超）による洪水浸

水想定区域図」が公表され、滝野中学校周辺は、5ｍから 10ｍ未満の浸水区域とされました。そのため、改め

て令和 3 年 3 月に「建設地検討委員会」を立ち上げ、各家庭に配布しています「令和 2 年度版加東市風水害

ハザードマップ」の内容について教育委員会事務局から説明をしました。地域・学校・保護者の代表に参加

いただき、再度検討した結果、以下のとおりになりました。

※想定最大規模の降雨…過去に観測された最大の降雨量に基づき想定される最大規模の降雨。発生頻度は極めて低いが、

理論上起こり得る最大の大雨。流域平均雨量：750 ㎜/48 時間。〔「令和 2年版加東市風水害ハザードマップ」から〕 

R3.3.19(金) 

滝野地域小中

一貫校建設地

検討委員会 

 教育委員会では、上記の検討結果をもとに、滝野地域小中一貫校の建設予定地を、当初の計画通り、滝野

中学校周辺として進めていく予定です。なお、「滝野地域小中一貫校建設地検討委員会」の会議内容や、資

料については、加東市教育委員会のホームページに公開していますのでご覧ください。また、滝野地域で

は、小学校と中学校で９年間を貫いた教育目標を設定し、小中一貫教育をスタートしています。系統性・連

続性のある教育により、ふるさとを愛し自らの夢に挑む自立した子どもの育成を目指した、小中一貫教育

の方向性を示した、グランドデザイン（裏面参照）を作成しましたので、あわせてご覧ください。

【加東市における小中一貫校整備方針】
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